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基労 登第 0 7 0 7 0 0 1 号 

平成 1 5 年 7 月 7 日 

厚生労働省労働基準局労災補償部長 

( 公印省略 ) 

労働者災害補償保険法の 規定に ょ 6 年金たる保険給付等に 係る給付 

基礎日額の算定に 用いる率について 

労働者災害補償保険法の 規定による年金たる 保険給付等に 係る給付基礎日額の 算定 

に 用いる率 ( 以下「年金スライド 率」という。 ) についてほ、 別紙のとおり 本年 7 月 

1 0 日に告示される 予定であ る。 年金スライド 率の算定は、 毎月勤労統計調査 ( 以下 

「 毎勤 」という。 ) における「毎月きまって 支給する給与」 ( 所定内給与及び 所定 外 

給与の合計額であ り、 以下「定期給与」という。 ) を 用いて算定することとされてい 

るが、 所定 外 給与の減少等により 短勤 における平成 1 4 年度平均の「定期給与」が 対 

前年度比で減少しており、 その結果、 告示予定の年金スライド 率が、 「算定事由発生 

日の属する期間」の 全期間において 前年の率に比べ 下がっており、 年金スライド 率で 

平均一 0 。 9 2 % となるところであ る。 

、 年金スライド 率が前年の率よりも 減少していることから、 官報告示後に 労災年金受 

給 者からの間 ぃ 合わせが同署に 寄せられることも 予想される。 その場合、 年金スライ 

ドが 、 労働災害によって 労働能力を一定以上損失した 労働者や死亡した 労働者の遺族 

のために賃金の 損失を補償する 制度であ り、 過去に被災した 労働者が現在得られるは 

ずの賃金を適切に 補償するため、 賃金水準の変動に 伴 い 年金給付額を 評価替えして ぃ 

るものであ り、 近年の景気の 低迷等により 現役労働者の 平均給与額が 平成 1 3 年度と 
比較 L, て 平成 1 4 年度は減少していることから、 今回の佳 金 スライド率は 減少しだも 

のであ ることを説明し、 理解を求めるなど、 遺漏なく対応されだ。   
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  昭和 33 年 4 月 1 日から昭和 34 年 3 月 31 日まで   ユ， ，ア 9  0)   
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  昭和 36 年 4 月 1 日から昭和 37 年 3 月 31 日まで Ⅰ， 穏工 5 
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  昭和 42 年 4 月 1 日から昭和 43 年 3 月 31 日まで   7 7 5   

昭和 4 3 年 4 月 1 日から昭和 4 4 年 3 月 3 t 日まで 6 8 6 



    

    

  

昭和 4 4 年 4 月 t 日から昭和 4 5 年 3 月 3 1 日まで 

昭和 4 5 年 4 月 1 日から昭和 4 6 年 3 月 3 1 日まで 

昭和 4 6 年 4 月 1 日から昭和 4 7 年 3 月 3 1 日 まで 

昭和 4 7 年 4 月 1 日から昭和 4 8 年 3 月 3 1 日まで 

昭和 4 8 年 4 月 1 日から昭和 4 9 年 3 月 3 1 日まで 

昭和 4 9 年 4 月 1 日から昭和 5 0 年 3 月 3 1 日まで 

昭和 5 0 年 4 月 1 日から昭和 5 1 年 3 月 3 1 日 まで   

昭和 5 1 年 4 月 1 日から昭和 5 2 年 3 月 3 t 日まで 

昭和 5 2 年 4 月 1 日から昭和 R 3 年 3 月 3 1 日まで 

昭和 5 3 年 4 月 1 日から昭和 5 4 年 3 月 3 1 日まで 
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昭和 5 4 年 4 月 1 日から昭和 5 5 年 3 月 3 1 日まで 

昭和 5 5 年 4 月 1 日から昭和 5 6 年 3 月 3 1 日まで 

昭和 5 6 年 4 月 1 日から昭和 5 7 年 3 月 3 t 日 まで   

昭和 5 7 年 4 月 1 日から昭和 5 8 年 3 月 3 1 日まで 

昭和 5 8 年 4 月二日から昭和 5 9 年 3 月 3 t 日 まで 

昭和 5 9 年 4 月 1 日から昭和 6 0 年 3 月 3 1 日 まで 
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昭和 6 0 年 4 月 1 日から昭和 6 1 年 3 月 3 1 日まで 

昭和 6 1 年 4 月 1 日から昭和 6 2 年 3 月 3 1 日まで 

昭和 6 2 年 4 月 1 日から昭和 6 3 年 3 月 3 1 日まで 

昭和 6 3 年 4 月 1 日から平成元年 3 月 宇 1 日まで 

平成元年 4 月 1 日から平成 2 年 3 月 3 1 日まで 

平成 2 年 4 月 1 日から平成 3 年 3 月 3 1 日まで 

平成 3 年 4 月 1 日から平成 4 年 3 月 3 1 日まで 

平成 4 年 4 月 1 日から平成 5 年 3 月 3 1 日まで 

平成 5 年 4 月 1 日から平成 6 年 3 月 3 1 日まで 

平成 6 年 4 月 1 日から平成 7 年 3 月 3 1 日 まで 

平成 7 年 4 月 1 日から平成 8 年 3 月 3 t 日 まで 

平成 8 年 4 月 1 日から平成 9 年 3 月 3 1 日 まで 

平成 9 年 4 月 1 日から平成 1 0 年 3 月 3 1 日まで   

平成 1 0 年 4 月 1 日から平成 1 1 年 3 月 3 1 日まで 

平成 t 1 年 4 月 1 日から平成 1 2 年 3 月 3 1 日まで 

平成 1 2 年 4 月 1 日から平成丁 3 年 3 月 3 1 日 まで 

  



  平成 13 年 4 月 1 日から平成 14 年 3 月 31 日 まで   9  9 

  

  

  




